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総
務
委
員
会
）

電
気
通
信
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
六
六
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
電
気
通
信
事
業
の
公
正
な
競
争
の
促
進
、
電
気
通
信
役
務
の
利
用
者
及
び
有
料
放
送
の
役
務
の
国
内
受
信
者

の
利
益
の
保
護
等
を
図
る
た
め
、
電
気
通
信
事
業
の
登
録
の
更
新
に
関
す
る
制
度
の
創
設
、
電
気
通
信
役
務
及
び
有
料
放
送
の

役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
の
解
除
並
び
に
本
邦
に
入
国
す
る
者
が
持
ち
込
む
無
線
設
備
を
使
用
す
る
無
線
局
に
係
る
規
定
の

整
備
等
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
電
気
通
信
事
業
の
登
録
に
つ
い
て
、
第
一
種
指
定
電
気
通
信
設
備
又
は
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通

信
事
業
者
た
る
法
人
が
特
定
の
者
と
合
併
を
す
る
場
合
等
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
更
新
を
要
す
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
第

二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
を
設
置
す
る
電
気
通
信
事
業
者
で
あ
っ
て
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
に
対
し
て
一
定
の
行
為
を

禁
止
す
る
規
定
の
緩
和
等
の
措
置
を
講
ず
る
。

二
、
総
務
大
臣
が
指
定
す
る
電
気
通
信
役
務
又
は
有
料
放
送
の
役
務
の
提
供
に
関
す
る
契
約
を
締
結
し
た
利
用
者
又
は
国
内
受

信
者
は
、
書
面
に
よ
り
当
該
契
約
の
解
除
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
電
気
通
信
事
業
者
、
有
料
放
送
事
業

者
又
は
媒
介
等
業
務
受
託
者
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
役
務
等
の
契
約
の
締
結
の
勧
誘
を
受
け
た
者
が
当
該
契
約
を
締
結
し
な
い
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旨
の
意
思
を
表
示
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
勧
誘
を
継
続
す
る
行
為
を
禁
止
す
る
。

三
、
入
力
さ
れ
た
ド
メ
イ
ン
名
の
一
部
又
は
全
部
に
対
応
し
て
ア
イ
・
ピ
ー
・
ア
ド
レ
ス
を
出
力
す
る
機
能
を
有
す
る
電
気
通

信
設
備
を
電
気
通
信
事
業
者
の
通
信
の
用
に
供
す
る
電
気
通
信
役
務
の
う
ち
、
確
実
か
つ
安
定
的
な
提
供
を
確
保
す
る
必
要

が
あ
る
も
の
を
提
供
す
る
電
気
通
信
事
業
を
営
も
う
と
す
る
者
は
、
電
気
通
信
事
業
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
電
気
通
信
設
備
の
管
理
規
程
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

四
、
本
邦
に
入
国
す
る
者
が
、
電
波
法
に
定
め
る
技
術
基
準
に
相
当
す
る
技
術
基
準
に
適
合
す
る
無
線
設
備
を
持
ち
込
み
、
こ

れ
を
使
用
し
て
無
線
局
を
開
設
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
当
該
無
線
設
備
を
一
定
の
期
間
に
限
り
適
合
表
示
無
線
設
備
と

み
な
す
こ
と
と
す
る
。

五
、
電
気
通
信
業
務
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
特
定
基
地
局
の
開
設
計
画
の
認
定
に
お
い
て
電
気
通
信
事
業
の
登
録
を
要
件

と
す
る
と
と
も
に
、
当
該
登
録
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
等
に
当
該
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
と
す
る
。

六
、
基
準
不
適
合
設
備
の
製
造
業
者
、
輸
入
業
者
又
は
販
売
業
者
に
対
す
る
総
務
大
臣
の
勧
告
の
要
件
を
改
め
る
。

七
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。


